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　町が、町民の皆さんに影響を与える基本的な計画、指針、条例等を決定する前に、これらの案を
公表して、広くご意見や情報を提供いただくことを「パブリックコメント手続」といいます。

パブリックコメント手続を実施します！

※お寄せいただきましたご意見等（氏名、住所などの個人情報は除きます）とご意見等に対する町の考え方は、
取りまとめ後、町のホームページ等でお知らせします。

　町では、子どものいじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、「余市町いじめ防止基本方針」

の策定に向け取り組んでいます。

　このたび、「余市町いじめ防止基本方針」（案）の概要がまとまりましたので、町民の皆様からのご意見等を

次のとおり募集します。

■計画（素案）の名称
　余市町いじめ防止基本方針（案）

■意見募集期間
　１１月７日（月）から１２月６日（火）まで　（※郵便の場合は当日消印有効）

■意見提出者の要件
　意見を提出できる方は次のいずれかに該当する方とします。

　　①町内に住所を有する方　　　　　②町内に会社、事業所等を有する方

　　③町内に通勤・通学している方　　④町に納税されている方

　      ⑤上記①～④にあてはまらない方でも、意見を募集する案件に利害関係がある方

■意見提出方法
　備え付けの「意見応募用紙」またはこれに準じた様式に住所及び氏名（法人・団体の場合は所在地、名称、

代表者の氏名）を明記のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。

　①郵送　〒 046- ８５４６　余市町朝日町２６番地　余市町教育委員会 学校教育課　宛

　②ファクシミリ（FAX 番号：０１３５―２１―２１４４）

　③電子メール（メールアドレス：kyouiku.m ＠ town.yoichi.hokkaido.jp）

　　※電子メールによる意見の提出は Word 形式、テキスト形式、PDF 形式のいずれかでお願いします。

　　※件名は「余市町パブリックコメント」と記載願います。

　④持参　下記の閲覧場所に備え付けの意見箱に投函してください。

　　　　　受付時間：図書館 ⇒ 午前１０時～午後６時３０分（月曜日休館）

　　　　　　　　　　図書館以外の施設 ⇒ 午前８時４５分～午後５時１５分（土日祝を除く）

■資料（基本方針案概要）の閲覧・投函場所
　①余市町役場庁舎　　　（２階 教育委員会カウンター）朝日町 26 番地

　②余市町中央公民館　　（１階 事務室前）大川町 4 丁目 143 番地

　③余市町図書館　　　　（１階 フロア）入舟町 413 番地

　④余市町福祉センター　（１階 フロア）富沢町 5 丁目 13 番地

※資料（基本方針案概要）については町ホームページでもご覧いただけます。

　～ 余市町いじめ防止基本方針（案）の概要について

　　　　　　　　　　　　ご意見、情報を募集します！～

◆問合せ　学校教育課 学校教育グループ　☎０１３５－２１―２１３８


